
議案第７５号 

海老名市一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について 

海老名市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を別紙のとおり

定める。 

  平成２７年１２月３日提出 

海老名市長  内 野  優  

提案理由 

人事院勧告、神奈川県人事委員会勧告等に鑑み、所要の改正を行うため 
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海老名市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

 （海老名市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 海老名市一般職の職員の給与に関する条例（昭和３０年条例第１５号）の一

部を次のように改正する。 

  第２条中「管理職特別勤務手当」を「管理職員特別勤務手当」に改める。 

  第１７条第２項第１号中「１００分の７５」を「１００分の８０」に改め、同項

第２号中「１００分の３５」を「１００分の３７．５」に改める。 

  第１７条の２の２の見出しを「（管理職員特別勤務手当）」に改め、同条中「管

理職特別勤務手当」を「管理職員特別勤務手当」に改める。 

  附則に次の１項を加える。 

  （平成２７年１２月に支給する勤勉手当の特例措置） 

１４ 平成２７年１２月に支給する勤勉手当に関する第１７条第２項第１号の規定

の適用については同号中「１００分の７５」とあるのは「１００分の８５」と、

同項第２号の規定の適用については同号中「１００分の３５」とあるのは「１０

０分の４０」とする。 

（海老名市長等常勤の特別職の給与に関する条例の一部改正） 

第２条 海老名市長等常勤の特別職の給与に関する条例（昭和３１年条例第４１号）

の一部を次のように改正する。 

第６条第２項中「１００分の１９７．５」を「１００分の２０２．５」に、「１ 

００分の２１２．５」を「１００分の２１７．５」に改める。 

 附則に次の１項を加える。 

（平成２７年１２月に支給する期末手当の特例措置） 

２１ 平成２７年１２月に支給する期末手当に関する第６条第２項の規定の適用に

ついては、同項中「１００分の２１２．５」とあるのは、「１００分の２２２．

５」とする。 

（海老名市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正） 
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第３条 海老名市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成２０年条例第３号 

）の一部を次のように改正する。 

第８条第２項中「管理職特別勤務手当」を「管理職員特別勤務手当」に、「１０ 

０分の１５５」を「１００分の１５７．５」に改める。 

 附則に次の１項を加える。 

（平成２７年１２月に支給する期末手当の特例措置） 

５ 平成２７年１２月に支給する期末手当に関する第８条第２項の規定の適用につ 

いては、同項中「１００分の１５５」とあるのは、「１００分の１６０」とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行し、第１条の規定による改正後の海老名市一般職 

の職員の給与に関する条例（以下「改正後の一般職給与条例」という。）附則第１

４項の規定、第２条の規定による改正後の海老名市長等常勤の特別職の給与に関す

る条例（以下「改正後の特別職給与条例」という。）附則第２１項の規定及び第３

条の規定による改正後の海老名市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（以下

「改正後の任期付職員採用等条例」という。）附則第５項の規定は、平成２７年１

２月１日から適用する。 

 （勤勉手当及び期末手当の内払）  

２ 改正後の一般職給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の海老名市一

般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された勤勉手当は、改正後の

一般職給与条例の規定による勤勉手当の内払とみなす。 

３ 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の海老名市長

等常勤の特別職の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正

後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。 

４ 改正後の任期付職員採用等条例の規定を適用する場合においては、改正前の海老

名市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手
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当は、改正後の任期付職員採用等条例の規定による期末手当の内払とみなす。 
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